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国の支援事業など

を活用し防災対策

のさらなる推進を

公
明
党　
　
　

松
澤　

堅
二

　

問　

国
土
交
通
省
は
、
公
園
の

防
災
機
能
向
上
を
図
る
た
め
、
都

市
公
園
安
全
・
安
心
対
策
緊
急
総

合
支
援
事
業
を
創
設
し
、
自
治
体

に
財
政
面
の
支
援
を
し
て
い
る
。

本
市
は
、
防
災
機
能
を
持
つ
公
園

が
少
な
い
が
、
こ
の
事
業
を
活
用

し
、
整
備
を
進
め
な
い
か
。
事
業

の
中
に
は
、
老
朽
化
し
た
遊
具
や

施
設
へ
の
支
援
も
あ
り
、
活
用
す

べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。
ま
た
、

被
災
者
支
援
シ
ス
テ
ム
の
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
が
、
総
務
省
か
ら
配
付
さ

れ
た
と
聞
い
た
。
総
務
省
で
は
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
だ

が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
な

い
か
。
災
害
時
、
要
援
護
者
の
避

難
支
援
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
体

制
が
必
要
だ
が
、
対
応
は
。

　

答　

現
在
、
防
災
機
能
を
持
つ

公
園
は
４
公
園
だ
が
、
今
後
、
公

園
整
備
の
際
に
は
、
国
の
事
業
の

活
用
を
含
め
て
、
関
連
部
署
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
取
り
組
む
。
遊

具
な
ど
は
、
現
在
、
市
費
で
交
換

し
て
い
る
が
、
平
成　

年
度
か
ら

２１

は
、
こ
の
事
業
の
活
用
を
図
っ
て

い
く
。
ま
た
、
被
災
者
支
援
シ
ス

テ
ム
は
、被
災
者
台
帳
や
避
難
所
、

緊
急
物
資
な
ど
の
管
理
シ
ス
テ
ム

で
、
効
率
的
な
活
用
が
可
能
か
精

査
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
要
援

護
者
の
避
難
支
援
は
、
災
害
時
要

援
護
者
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
基
本
だ
が
、

互
助
意
識
の
醸
成
や
要
援
護
者
の

地
域
と
の
交
流
促
進
な
ど
に
も
積

極
的
に
取
り
組
む
。

（
ほ
か
に
「
商
店
街
の
活
性
化
に

つ
い
て
」
「
子
育
て
支
援
の
充
実

に
向
け
て
」
を
質
問
）

４
月
５
日
、
「
第　

回
城
山
桜
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
満
開
の
桜
の

３２

中
、
「
そ
れ
い
け
！
ア
ン
パ
ン
マ
ン　

シ
ョ
ー
」
や
模
擬
店
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
な
ど
、
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た

東
名
綾
瀬
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
進
ち
ょ
く
と
今
後
の
対
策
は

佐
竹　

百
里

　

問　

本
市
は
こ
れ
ま
で
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
の
事
業
化
に
力
を
入

れ
て
き
た
が
、
市
民
を
巻
き
込
ん

だ
議
論
が
不
足
し
て
お
り
、
市
民

が
判
断
す
る
情
報
が
足
り
な
い
と

い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
事
業
化
に
向
け
た
県
の

平
成　

年
度
予
算
と
事
業
の
流
れ

２１

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
交
通
需

要
推
計
が
見
直
さ
れ
た
が
数
値
の

見
直
し
や
影
響
は
。こ
の
事
業
で
、

寺
尾
上
土
棚
線
の
北
伸
は
ど
う
な

る
か
。
ま
た
、
市
道
の
整
備
が
必

要
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
に
税
金

が
投
入
さ
れ
る
の
か
。
人
口
減
少

な
ど
で
価
値
観
な
ど
も
変
わ
る
な

か
、
多
額
な
社
会
基
盤
整
備
に
対

す
る
市
民
の
不
安
解
消
と
、
合
意

形
成
を
ど
う
考
え
る
か
。

　

答　

県
は
引
き
続
き
、
環
境
影

響
予
測
評
価
書
を
作
成
す
る
。
今

後
は
、
説
明
会
な
ど
で
意
見
を
聴

き
、
県
・
市
の
都
市
計
画
審
議
会

で
審
議
の
後
、計
画
決
定
と
な
る
。

推
計
値
は
ま
だ
出
て
い
な
い
が
、

県
道
の
交
通
量
は
多
い
の
で
、
整

備
の
要
望
を
続
け
る
。
寺
尾
上
土

棚
線
の
北
伸
は
都
市
計
画
決
定
し

て
い
る
道
路
で
あ
り
、
二
次
的
に

も
イ
ン
タ
ー
の
接
続
道
路
と
し
て

早
期
事
業
化
が
必
要
と
考
え
て
い

る
。
生
活
道
路
へ
の
進
入
防
止
対

策
は
必
要
だ
が
、
新
た
に
道
路
を

造
る
考
え
は
な
い
。
合
意
形
成
に

向
け
、
こ
れ
ま
で
説
明
会
な
ど
を

行
っ
て
き
た
が
、
今
後
も
、
さ
ま

ざ
ま
な
機
会
を
と
ら
え
、
議
論
や

情
報
提
供
を
行
う
。

（
ほ
か
に
「
青
少
年
の
健
全
育
成

に
つ
い
て
」
を
質
問
）

子
ど
も
た
ち
に
電
磁
波
に
よ
る

携
帯
電
話
の
危
険
性
の
啓
発
を

渡
部　

市
代

　

問　

児
童
・
生
徒
の
携
帯
電
話

所
有
率
は
高
く
「
食
事
や
入
浴
な

ど
の
基
本
的
生
活
時
間
」
の
中
に

も
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。
携
帯
電
話
は
頭
部
に

接
触
さ
せ
て
使
用
す
る
の
で
、
発

達
途
中
の
脳
へ
の
危
険
性
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
保

健
機
関
の
提
言
な
ど
か
ら
、
Ｅ
Ｕ

（
欧
州
連
合
）
で
は
積
極
的
な
安

全
規
制
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
日

本
の
基
準
は
低
く
対
策
が
遅
れ
て

い
る
。
電
磁
波
の
影
響
を
受
け
や

す
い
遺
伝
子
が
あ
る
と
、
腫
瘍
や

神
経
変
性
な
ど
に
つ
な
が
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
電
磁
波
に

対
す
る
子
ど
も
へ
の
啓
発
が
必
要

と
考
え
る
が
。
ま
た
、
教
員
を
対

象
と
し
た
学
習
会
を
提
案
し
た
い
。

　

答　

携
帯
電
話
が
発
す
る
電
磁

波
の
人
体
へ
の
影
響
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
機
関
で
研
究
さ
れ
、
健
康
へ

の
影
響
を
示
唆
す
る
報
告
も
あ
る

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。し
か
し
、

電
波
を
管
理
す
る
総
務
省
で
は
、

現
時
点
で
携
帯
電
話
の
電
磁
波
は

人
体
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
、
過

去
に
影
響
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
た

研
究
成
果
も
、
手
法
を
改
善
し
た

実
験
を
行
い
、
い
ず
れ
も
影
響
が

な
い
と
す
る
報
告
書
を
平
成　

年
１９

に
公
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
後

も
安
全
性
評
価
に
関
す
る
調
査
研

究
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
と
し
て

い
る
の
で
、
現
時
点
で
は
啓
発
に

は
取
り
組
ま
な
い
が
、
研
究
結
果

を
注
視
し
な
が
ら
情
報
を
収
集
し
、

子
ど
も
の
健
康
を
守
っ
て
い
く
。

（
ほ
か
に「
支
援
教
育
に
つ
い
て
」

を
質
問
）

寺尾上土棚線の迷

惑駐車を一掃しさ

らなる交通安全を
山
田　

晴
義

　

問　

寺
尾
上
土
棚
線
は
、
本
市

の
南
北
を
つ
な
ぐ
重
要
な
幹
線
道

路
で
あ
る
。
４
車
線
供
用
開
始
か

ら
１
年
が
経
過
し
、
交
通
量
も
増

加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
朝
や
昼

に
は
大
型
車
両
が
路
上
駐
車
し
て

お
り
、
交
通
安
全
上
、
非
常
に
危

険
な
状
況
で
あ
る
。
市
民
か
ら
も

迷
惑
駐
停
車
の
一
掃
に
つ
い
て
多

く
の
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
る

の
か
。
交
通
安
全
は
、
市
民
の
命

や
暮
ら
し
、
幸
せ
に
直
結
す
る
問

題
で
あ
り
、
効
果
の
あ
る
対
策
を

い
ち
早
く
実
施
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
自
転
車
・
歩
行
者
の
交

通
マ
ナ
ー
向
上
や
高
齢
者
の
運
転

免
許
証
自
主
返
納
支
援
へ
の
対
策

は
。
ま
た
、
な
ぜ
信
号
機
の
設
置

は
時
間
を
要
す
る
の
か
。

　

答　

寺
尾
上
土
棚
線
で
は
、
交

通
指
導
車
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル
や
駐

車
禁
止
な
ど
の
看
板
設
置
を
し
て

い
る
。
パ
ト
カ
ー
で
の
車
両
排
除

も
し
て
お
り
、
今
後
も
警
察
と
連

携
し
て
い
く
。
交
通
マ
ナ
ー
向
上

の
た
め
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で

段
階
的
な
交
通
安
全
教
室
や
、
普

及
啓
発
活
動
を
実
施
し
て
い
る
。

今
後
も
大
和
署
と
連
携
し
た
指
導
、

啓
発
な
ど
の
安
全
教
育
を
進
め
る
。

免
許
証
自
主
返
納
支
援
策
は
、
県

や
他
市
の
動
向
を
参
考
に
、
関
係

各
課
と
連
携
し
て
検
討
す
る
。
信

号
機
設
置
は
、
大
和
署
に
要
望
書

を
提
出
後
、
協
議
を
経
て
、
県
警

本
部
に
上
申
さ
れ
る
。
最
終
判
断

は
県
公
安
委
員
会
で
さ
れ
る
が
、

多
数
の
要
望
が
あ
り
、
設
置
ま
で

の
期
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
。
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